
 
 

令和５年度における第２期障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況【全体版】 
 
令和５年度における第２期障害者活躍推進計画（計画期間：令和４～７年度）に基づく取組の実施

状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第７条の３第６項

に基づき、実施状況を公表いたします。 
今回、暫定値として公表（令和６年８月）した定着に関する目標に対する結果について、改めて確

定値として公表するものです。 
なお、川崎市における第２期障害者活躍推進計画は任命権者ごとに作成していますが、任命権者が

取組状況について互いに情報交換し、ノウハウを共有する観点から、実施状況については取りまとめ

て点検を行い、公表します。 
 
１ 目標に対する達成度 

（１）採用に関する目標 
 【目標値】 

○障害者実雇用率 

令和７年６月１日までに３．０％以上 

 

○雇用障害者数（雇用している障害者の実人数） 

在籍する雇用障害者数が前年度を上回る。 

【結果】※令和５年６月１日時点 
○障害者実雇用率 
 ２．８４％（令和４年度：２．６８％） 

 

○雇用障害者数（雇用している障害者の実人数） 
３７５人（令和４年度：３４２人） 

 

【参考】 
任命権者ごとの実雇用率 
市長事務部局 上下水道局 交通局 病院局 教育委員会 
３．８４％ ２．９１％ ２．８４％ １．１８％ １．９７％ 

 
交通局単独での雇用率詳細 
 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
障害者の数 実雇用率 不足数 

交通局全体 ２４６．５人 ７．０人 ２．８４％ ０．０人 
事務職等 ６０．０人 ７．０人 １１．６７％ 
運転手及び整備員 １８５．８人 ０．０人 ０．００％ 

 
病院局単独での雇用率詳細 
 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
障害者の数 実雇用率 不足数 

令和７年１月２２日 
川崎市（総務企画局） 
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病院局全体 １１０３．０人 １３．０人 １．１８％ １５．０人 
事務職 ２０７．５人 １０．０人 ４．８２％ 
医師・看護師等 
（旧除外職種のみ） 

４７５．０人 ０．０人 ０．００％ 

上記以外の職種 ４２０．５人 ３．０人 ０．７１％ 
 
教育委員会単独での雇用率詳細 
 法定雇用障害者数の 

算定の基礎となる職員数 
障害者の数 実雇用率 不足数 

教育委員会全体 ５５４４．０人 １０９．０人 １．９７％ ２９．０人 
事務局等 ４３７．５人 ２２．０人 ５．０３％ 
学校勤務職員 ５１０７．５人 ８７．０人 １．７０％ 

 

 
（２）定着に関する目標 
 【目標値】 

 
○採用１年後の定着率９５％以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○計画期間中の定着率の平均値が前年度まで 

の平均値を上回る 

【結果】 
 
○採用１年後の定着率 

常勤職員（全任命権者合算）１００．０％ 

非常勤職員（市長事務部局）１００．０％ 

非常勤職員（教育委員会）  ８８．２％ 

※常勤職員は「障害者を対象とした川崎市職員採用選考」採

用者を対象とする。 

※非常勤職員は「障害者を対象とした川崎市会計年度任用職

員採用選考」採用者を対象とし、市長事務部局と教育委員

会とでそれぞれ算出。 
 
 

○計画期間中の定着率の平均値 
常勤職員（全任命権者合算）９０．０％ 
（前年度までの平均値８０．０％） 

非常勤職員（市長事務部局）９６．５％ 
（前年度までの平均値９２．９％） 

 非常勤職員（教育委員会） ８５．８％ 
（前年度までの平均値８３．３％） 
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【参考】 
市長事務部局における定着の状況等 
ア 採用１年後の定着状況 

   

イ 令和５年４月以降に入庁した者（常勤・非常勤）の離職理由など 
  令和５年度において、障害のある職員のうち、職場環境を理由として離職した職員はいな

かった。不本意な離職を生じさせないため、定期的な面談を実施し、職場環境の改善を行う

等の配慮を行った。 
 
教育委員会における定着の状況等 
ア 採用１年後の定着状況 

 
イ 令和５年４月以降に入庁した者（常勤・非常勤）の離職理由など 
  令和５年度において、障害のある職員のうち、職場環境を理由として離職した職員はいな

かった。不本意な離職を生じさせないため、定期的な面談を実施し、職場環境の改善を行う

等の配慮を行った。 
（３）任命権者ごとに個別設定している目標 
 ア 上下水道局 

【目標】 
 
【結果】 
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〇不本意な離職者を極力生じさせない 〇令和５年度において、障害のある職員のうち、

職場環境を理由として離職した職員はいなか

った。不本意な離職を生じさせないため配慮

事項希望調査を行い、希望する職員と面談を

実施し、障害者の働きやすい職場環境整備に

務めた。 
イ 交通局 
【目標】 
〇不本意な離職者を極力生じさせない 

 
【結果】 
〇令和５年度において、障害のある職員のうち、

職場環境を理由として離職した職員はいなか

った。不本意な離職を生じさせないため定期

的な面談を実施し、職場環境の改善を行う等

の配慮を行った。 
ウ 病院局 
【目標】 
〇不本意な離職者を極力生じさせない 

 
【結果】 
〇令和５年度において、障害のある職員のうち、

職場環境を理由として離職した職員はいなか

った。不本意な離職を生じさせないため定期

的な面談を実施し、職場環境の改善を行う等

の配慮を行った。 
エ 消防局 
【目標】 
〇障害者雇用の推進についての研修会への

参加や職場環境の醸成など、障害者雇用の

推進に関する理解を促進する取組を実施

し、障害のある職員の障害特性に応じて適

切にサポート等を行います。 
 
 
 
 
〇不本意な離職者を極力生じさせない 

 
【結果】 
〇令和５年度階層別研修において、聴覚障害者

文化センターより講師３名を招き、「聴覚障害

者とのコミュニケーション」と題した研修を

実施し、３８名が受講した。また、救急隊員生

涯教育研修において、聴覚障害者文化センタ

ーより講師３名を招き、「聴覚障害者とのコミ

ュニケーション」と題した研修を実施し、８名

が受講した。 
 
〇令和５年度において、障害のある職員のうち、

職場環境を理由として離職した職員はいなか

った。不本意な離職を生じさせないため定期

的な面談を実施し、課題が生じた場合は、職場

環境の改善を行う等の配慮を行っていく。 
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オ 選挙管理委員会 
【目標】 
〇小規模な組織であり、現在障害のある職員

は在籍していないことから、障害者雇用の

推進についての研修会への参加や啓発資

料の配布による職場環境の醸成など、障害

者雇用の推進に関する理解を促進する取

組を実施します。 
 
〇市長事務部局のほか他任命権者からの出

向により障害のある常勤職員の配置があ

った場合や、障害のある会計年度任用職員

の任用を行った場合には、不本意な離職者

を極力生じさせないようにします。 

 
【結果】 
〇令和５年度は、市民文化局パラムーブメント

推進担当主催の「令和５年度パラアスリート

から学ぶ共感力・ダイバーシティ研修に職員

２名が参加し、受講後、所属の職員に内容の共

有を行うなど職場内における障害者に対する

合理的配慮の在り方等の理解を推進した。 
 
〇令和５年度において障害のある職員の配属は

なかった。 

カ 監査事務局 
【目標】 
〇障害者雇用の推進についての研修会の受

講や、川崎市障害者地域就労援助センター

が実施する職場実習の受入れなど、障害者

雇用の推進に関する理解を促進する取組

を実施します。 
 
 
〇不本意な離職者を極力生じさせないよう

にします。 

 
【結果】 
〇令和５年度は、障害に関する理解促進・啓発の

ため、市民文化局パラムーブメント推進担当

が主催する「パラアスリートから学ぶ共感力・

ダイバーシティ研修」に１名が参加した。研修

後、局内の職員に内容の共有を行う等、障害に

関する理解を促進した。 
 
〇令和５年度において障害のある職員の配属は

なかった。 
キ 人事委員会 
【目標】 
〇障害者雇用の推進についての研修会の受

講や、川崎市障害者地域就労援助センター

が実施する職場実習の受入れなど、障害者

雇用の推進に関する理解を促進する取組

を実施します。 
 
〇不本意な離職者を極力生じさせない 

 
【結果】 
〇健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・

就労支援課主催の「聴覚障害者対応研修」に１

名が参加。 
 
 
 
〇令和５年度において、障害のある職員のうち、

職場環境を理由として離職した職員はいなか
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った。定期的な面談を実施し、また日頃から職

員へ配慮することで事前に相談しやすい職場

体制となっている。 
 ク 議会局 

【目標】 
〇在籍する雇用障害者数が前年度を下回ら

ない。 
 
〇不本意な離職者を極力生じさせない。 

 
【結果】 
〇令和４年度及び令和５年度は障害のある職員

の在籍なし。 
 
〇令和５年度において障害のある職員の配属は

なかった。 
 
２ 取組内容の実施状況 
（１）障害者の活躍を推進する体制整備 
 ア 組織面 〇障害者雇用推進者として引き続き総務企画局人事部長を選任した。 

〇「川崎市障害者雇用推進会議」及び障害のある職員等を構成員とした「検

討部会」を開催し、障害者活躍推進計画の実施状況の確認や障害者雇用の

拡大に向けた取組報告のほか、障害者雇用率の引き上げを見据えた障害者

採用計画書の作成や第２期障害者活躍推進計画の改定（定着に関する目標

設定）の説明を行うとともに、課題の共有・意見交換を行った。 
〇人的サポート体制として、引き続き「障害者職場適応支援員」を設置し、

主に障害のある常勤職員と面談を行うなど就労定着に向けて支援した。 
〇総務企画局人事部人事課に設置した「職場環境に関する相談窓口」として、 

相談への対応のほか、電子メモパッドやＰＣ表示画面を拡大し見やすくす

るためのソフトウェアの貸与、手話通訳者の派遣に係る予算措置など、各

所属を通しての依頼へも対応した。 
イ 人材面 〇神奈川労働局が開催する障害者職業生活相談員資格認定講習会について、

新たに２名が受講し神奈川労働局に対し選任報告を行った。 
〇神奈川労働局と連携し「精神･発達障害者しごとサポーター養成講座」を総

務企画局人事部人事課にて企画・開催し、任命の枠を超えて１６名の参加

があった。また、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座ｅ－ラーニ

ング版（厚生労働省）」については、当日出席できない職員向けにＨＰリン

クを周知するとともに、「障害のある会計年度任用職員をサポートする職員

の情報交換会」（経験交流会）においても出席者や所属向けに周知した。 
〇新規採用職員研修、採用３年目研修、中堅職員研修、新任係長研修、新任

課長研修及び任期付職員研修において、障害者差別解消等に係る研修を実

施し、障害理解の促進を図った。 
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〇経験交流会実施状況 
 【障害者雇用支援員】 

・新たな取組として、障害者地域就労援助センターと民間の就労支援機関

と連携して経験交流会を開催。就労支援機関と障害者雇用支援員との連

携を深めるとともに、就労定着支援に関するノウハウを共有・蓄積した。

また、同交流会において、障害者就労援助センターによるナチュラルサ

ポート（職場定着に向けた職場における上司や同僚などからの障害のあ

る職員へのサポートのこと）に関する講義も行った。（市長事務部局） 
・新たな取組として、人事課任用の障害者雇用支援員による情報交換・事

例検討を目的として「区役所支援員連絡会議」を実施。連絡会議を通じ

て支援技術を向上させるとともに、物理的に離れて勤務している支援員

同士が多角的に支援方法の検討・共有を行うことで、支援方法の研鑽や

日頃の課題・悩みの解消につなげた。（市長事務部局） 
・各校の障害者雇用支援員を対象に経験交流会を開催し、障害者就労職場

における課題の共有や職場理解の促進、支援スキルの醸成を図った。（教

育委員会） 
 【サポート職員】 
 ・障害のある会計年度任用職員が配属されている職場のサポート職員を対

象に経験交流会を開催し、グループワークで意見交換を行った。また、

障害のある会計年度任用職員の配属を検討している部署の職員を対象

に、障害のある会計年度任用職員が実際に働いている職場を訪問する見

学会を開催した。（市長事務部局） 
（２）職務の選定・創出・マッチング 
 〇職務とのマッチングが適切かどうかについて、人事評価時の面談や定期的な面談の場を活用 

して点検した。 
〇障害のある会計年度任用職員の職務の選定及び創出について、障害のある会計年度任用職員

の配置希望調査及び業務の切り出しに関する助言・精査を総務企画局人事部人事課にて行い、

採用の取組を継続・拡大した。障害のある会計年度任用職員の配属職場では、管理職会議や

事務補助員だよりを通じて障害者雇用の取組を周知し業務の切り出しについて局区全体で検

討したところもあった。また、庶務課・総務課においては、局区内の他部署の業務依頼も受

け、複数作業の組み合わせを含む業務に取り組んだ。 
〇障害特性に応じた業務とのマッチングや勤務時間の設定をより柔軟に行うため、週２０時間 

未満での雇用（短時間雇用）を継続し、新たに健康福祉局で２名、宮前区役所で１名を採用

した（計６名勤務）。 
〇身体障害等により従来の業務遂行が困難となった職員から相談があった場合、適切な人事配 

置等遂行可能な職務の選定及び創出について検討した。 
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〇配属職場でも支障なく業務が行えるように、配属前に面談の機会を設け、配慮事項を確認し

た上で、「職場情報提供シート」や「就労パスポート」、「自己紹介シート」を活用し、配慮事

項の情報提供を行った。異動の際にも「配慮事項情報シート」等を活用するとともに、旧所

属長から申し送りを行った。 
〇総務企画局人事部総務事務センターワークステーション担当では、本庁舎移転に伴い、総務

事務の集約化として庁内便の配達業務や古紙回収業務、物品補充業務を実施。また、それに

伴い障害のある会計年度任用職員を令和４年度の業務試行実施時の６名から、令和５年度の

本庁舎移転に合わせ２４名に増員した。 
〇新たに小学校５校にチャレンジドワークスを導入し、障害者のある会計年度任用職員５名を

配置した。 
（３）環境整備・人事管理 
 ア 職務環境 〇社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うた

め、ハード面の取組として現行の川崎市福祉のまちづくり条例への適合に

向け、市有施設の一層のバリアフリー化を進めており、庁内で働く障害者

の職場環境の改善に繋がっている。併せて、ソフト面の取組として、心の

バリアフリーに関する研修や障害の社会モデルをテーマとした研修、合理

的配慮やコミュニケーションに関する研修を開催した。 
〇その他相談窓口等へ寄せられる主な相談・要望に対しては次のとおり対応

した。 
・新たな取組として、聴覚に障害のある職員向けに音声認識ソフトの利用

希望調査を行い、区役所等の勤務の職員には人事課から同ソフトをイン

ストールしたタブレット端末を常時貸し出すとともに、本庁舎勤務の職

員には公用スマートフォンに同ソフトのアカウントを付与 
・個人情報等を含まない会議・研修の場において、音声認識ソフトが使え

るタブレット端末を貸与 
・庁内チャット機能の活用 
・聴覚に障害のある教職員向けに手話通訳者を配置 
・視覚に障害のある職員向けに電子メモパッドやＰＣ表示画面を拡大し見

やすくするためのソフトウェアの貸与 
・歩行器具や車いすを使用している職員には周囲のスペースや安全な動線

の確保 
・必要な事務用品の購入 

〇障害のある会計年度任用職員の安定就労のため「障害者雇用支援員」を配

置し、個別面談を定期的に行うとともに、配属職場の職員ともコミュニケ

ーションをとり、業務のサポートを行った。障害のある常勤職員の安定就

労のため「障害者職場適応支援員」を配置し、個別面談や業務指導を行っ
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た。 
〇業務依頼をする際に、作業マニュアルや作業工程の説明を文章化し、文字

化をすることで依頼した側・受けた側の双方にとって認識の齟齬等が少な

くなり、業務の効率化にもつながった。各部署で作成した作業マニュアル

については、作成課から必要な部署への情報提供を行った。 
〇業務依頼を口頭だけでなく庁内チャット機能で文字化することで、障害の

ある職員にとって業務をしやすい環境づくりを行った。 
〇人事評価時の面談など定期的な振り返りの場面で配慮事項等を把握し、席

次やレイアウト変更を含む職場環境の整備、通勤への配慮等、適切な対応

を行った。 
〇障害者雇用支援推進員による定着面談や人事評価を通じて、配置先学校と

も連携しつつ就業状況や就業適性、配慮事項の確認を行った。 
〇経験交流会実施状況 
 【障害のある職員】 

・障害のある会計年度任用職員同士の経験交流会では、グループワーク

のテーマ設定に関する事前アンケートを行ったほか、参加者が中心と

なってグループワークの進め方を検討し、ファシリテーターや書記と

いった役割を担うととともに、参加者一人ひとりが感想を述べる場を

設けることで自主性を促しつつ、グループワークを通じて交流を図る

など、従来よりピアサポートを意識した取組を行った。 
・チャレンジドワークスに従事する障害のある会計年度任用職員の交流

や研修を目的とした連絡会や研修会を実施した。 
・障害のある常勤職員同士の経験交流会は、参加者の対象範囲の検討、

職場での障害情報の開示状況など、依頼・参加時に課題があるため開

催を見送ったものの、試行実施として、令和６年度中の常勤職員の経

験交流会の開催に向けて検討していく予定。 
イ 募集・採用 〇職場実習についての実施例は次のとおり。 

・就労支援機関と連携し、学校現場での職場見学や実習を実施（教育委員

会） 
・障害のある会計年度任用職員採用選考合格者のなかで、職場見学・事前

実習を希望される方を対象に、配属予定職場での見学会・事前実習を行

った。（市長事務部局） 
・人事課での勤務を経験した障害のある会計年度任用職員が他部署に異動

する際、配属予定職場での実習を実施（市長事務部局） 
・週２０時間未満の雇用（短時間雇用）では見学会・実習を実施（市長事

務部局） 
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〇障害者を対象とした採用選考において、受験者からの事前申出に基づき、

問題の拡大印字、点字問題の用意及び点字回答、パソコンによる問題の読

み上げ、筆談や、面接における手話通訳者の配置、パソコンを使用しての

やりとり、就労支援機関の職員等の同席を求めるなどの合理的配慮を行っ

ている。また、その他の試験・選考においても身体等の事情により、受験

に際して特に配慮を要する受験者には、本人からの申出に基づき合理的配

慮を行っている。（人事委員会） 
〇障害のある会計年度任用職員の採用選考において、申込者からの希望を踏

まえ、電動車いすの使用者向けに机のかさ上げや動線の確保、面接試験に

おける就労支援機関の職員の同席を可能とする配慮を行った。（市長事務部

局） 
〇処理センターにおける洗濯業務に従事する職員の募集に際して、より精度

の高いマッチングを図るため、採用前に見学会と実習を開催した上で、採

用選考を実施した。 
〇新たな取組として、就労を目指す利用者と日頃から接する就労支援機関を

対象に、市役所における障害者雇用の取組を紹介するとともに、実際に障

害のある会計年度任用職員が働く姿・職場を見学する「就労支援機関向け

障害者雇用説明会」を開催した。 
〇障害者を対象とした選考において、特定の障害を排除し、又は特定の障害 

に限定する等の取扱いはしていない。 
 ウ 働き方 

 
〇障害のある会計年度任用職員については、週２０時間以上３０時間未満の

範囲内での勤務の様子を確認した上で、本人の希望と就労支援機関のアド

バイスを参考に勤務時間を変更するなど、柔軟に勤務時間を設定した。 
〇個別の障害の状況に応じて、時間単位又は半日単位の年次有給休暇等の各 

種制度の活用を促進した。また、障害のある常勤職員においては、時差出

勤等の柔軟な時間管理制度の利用を促進した。 
エ キャリア形成 〇個々の障害特性を把握の上、本人の希望、障害の状況、能力、適性を踏ま

えた人事配置を行った。 
〇チャレンジ雇用において、毎月、雇用就労担当職員、支援員と共に業務の

取組や「Ｋ－ＳＴＥＰ（川崎就労定着プログラム）」を活用したセルフケア

について話し合い、業務の振り返り、今後の就労に向けた課題の認識を行

った。 
〇聴覚障害者が会議や研修に出席する際に必要となる手話通訳者・要約筆記

者の派遣依頼に対して予算措置を行った。また、タブレット端末を活用し、

個人情報などを扱わない会議・研修で音声認識ソフトを使用できるよう貸

与を行った。 
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オ その他の人事
管理 

〇Ｋ－ＳＴＥＰの利用について、障害のある会計年度任用職員には、採用前

に利用案内を行い、職員本人の同意のもと活用しており、日々の配慮提供

につなげるとともに、記入事項を振り返ることで、セルフケアの促進につ

ながっている。また、サポート職員など配属職場でのコミュニケーション

ツールとしても活かされている。障害のある常勤職員については、必ずし

もＫ－ＳＴＥＰの利用は求めていないが、状況に応じて体調を把握できる

ツールの利用等を促し、セルフケアの促進につなげている。 
〇経験交流会について【障害のある職員・サポート職員・障害者雇用支援員】 
 経験交流会の検討を進めるなかで、障害のある会計年度任用職員とサポー

ト職員、支援員同士の交流（つながりづくり）を深めることや、就業員の

自主性の促進を開催目的としたため、別開催となったが、異なる職場や経

歴の職員同士が交流することで、日頃感じている課題や悩みが洗い出され、

職場環境改善を振り返る機会となった。 
〇中途障害者については、必要時産業医が面接を行い、業務を行う上で必要 

な就業制限や職場環境改善について、所属に助言指導を行っている。 
〇障害のある会計年度任用職員については採用時に「自己紹介シート」もし

くは「精神障害者等の就労パスポート」の作成を依頼しており、人事課と

職場、就労支援機関の３者で情報共有することで、適切な配慮を行ってい

る。障害のある常勤職員については、「職場情報提供シート」を作成し、本

人同意が得られた場合、事前に職場に提供し、本人の障害特性等について

情報提供を行い、必要な配慮について共有している。 
（４）優先調達等 
 〇障害者就労施設等への発注について、件数及び金額のそれぞれについて令和５年度の調達目 

標を上回り達成するとともに、各局（室）区においては３分の２の局で前年度実績以上とな

った。ただし、調達実績が少ない局もあり、各局ごとの実施状況には差が生じている。 
〇公共調達の競争参加資格に含める取組としての主観評価項目制度については、事業者の社会 

的貢献への意欲向上を図るために、障害者の雇用状況を評価項目として実施している。 
 
３ 点検結果 
【目標に対する達成度】 
（１）採用に関する目標 

雇用障害者数については、令和５年６月１日時点において、前年度を上回り（＋３３名）目標

値を達成した。また、障害者実雇用率（２．８４％）については、第２期障害者活躍推進計画で

定めている３．０％以上の目標達成には至らなかったものの、４年連続で法定雇用率を達成し

た。 
（２）定着に関する目標 
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  採用１年後の定着率については、常勤職員（全任命権者合算）及び非常勤職員（市長事務部局）

では１００．０％と目標値を達成したものの、非常勤職員（教育委員会）では８８．２％と目標

達成には至らなかった。また、計画期間中の定着率の平均値については、前年度を上回り（常勤

職員（全任命権者合算）＋１０．０％、非常勤職員（市長事務部局）＋３．６％、非常勤職員（教

育委員会）＋２．５％）目標達成した。 
 
【取組内容の実施状況】 
（１）障害への理解促進と職場風土の醸成について 

障害への理解促進につながる研修・講座や、障害のある会計年度任用職員の受け入れを予定し

ている所属向けの見学会、サポート職員向け経験交流会を開催し、誰もが働きやすい職場風土の

実現に資する取組を行うことができた。また、配属前の職場実習を通じて、障害のある会計年度

任用職員の受入れに向けて、切り出し業務の精査や必要な配慮事項など、職場全体で考えるきっ

かけとなった。 
（２）障害特性に応じた職務メニューと勤務時間の多様化について 

総務企画局人事部総務事務センターワークステーション担当での障害者雇用を拡大し、本庁

舎移転に伴い、庁内便の配達業務や古紙回収、物品補充等の総務事務を開始。また、週２０時間

未満での雇用（短時間雇用）を継続し、職務メニューや勤務時間といった働く選択肢を増やす取

組を進めることができた。 
（３）職員や職場へのサポートの充実について 

障害者職場適応支援員の継続した設置や障害者雇用支援員の拡充など、組織内の人的サポー

ト体制を充実させることができた。障害者雇用支援員向けの経験交流会において、障害者地域就

労援助センターと民間の就労支援機関から参加を募ることで、多角的に支援方法の意見交換を

可能にするとともに、障害者就労援助センターによる講義を取り入れることで、支援者のスキル

アップを図った。障害特性に応じた配慮事項への対応、面談などを通じた業務とのマッチングの

支援の取組などについて、状況に応じて実施することができた。合理的配慮について、聴覚に障

害のある職員向けに、音声認識ソフトのアカウント付与やタブレット端末の常時貸与を進めた

が、今後も個々の事例について関係各所が連携し検討していく必要がある。障害のある常勤職員

へのフォロー体制として、障害者職場適応支援員のあり方や経験交流会の実施について引き続

き検討していく必要がある。 
 
４ 今後の見通し 

令和４～７年度を計画期間とする第２期障害者活躍推進計画に基づき、障害者雇用に関する取

組を進めることで、引き続き、障害の有無に関わらず、多様な人材が混ざり合って活躍できる、誰

もが働きやすい職場環境づくりを推進する。 
今後、法定雇用率の段階的な引き上げ（令和５年度：２．６％、令和６年４月：２．８％、令和

８年７月：３．０％）や、除外率の一律１０ポイント引き下げ（令和７年４月）を見据え、これま
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で以上に市役所における障害者雇用の拡大に向けて取り組んでいく必要がある。 
障害者活躍推進計画作成指針の一部を改正する件（厚生労働省告示第１３８号）が告示されたこ

とを踏まえ、令和６年３月に障害者活躍推進計画を改定し、定着に関する目標を新たに設定したこ

とから、障害のある職員の雇用拡大とともに、職場定着に向けた定期的な面談等の定着支援に関す

る取組も進めていく必要がある。 
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【参考】 
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号） 

 
（障害者活躍推進計画の作成等） 

第７条の３ 国及び地方公共団体の任命権者（委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。）は、

障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関（当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に

係る機関を含む。）が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画（以下この条及び第七十八条第一項第二号において「障害者活躍推進計画」という。）を

作成しなければならない。 
２～５ 略 
６ 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実

施の状況を公表しなければならない。 
７ 略 
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